
別表第1(第9条関係)

(1)付属設備を使用する場合の使用料 (使用料の単位　円)

セットの明細

天井反射板ライト

シーリングスポットライト

フロントサイドスポットライト

第1サスペンションライト

シーリングスポットライト

フロントサイドスポットライト

講演セット設備

第2サスペンションライト

式典セットの設備

ロアーホリゾンライト

アッパーホリゾンライト

楽

器
映

像

設

備

マイクロホン

拡声装置

カセットデッキ

移動ステージ

照

明

設

備

カセットデッキ・CDプレーヤー 1台 700

拡声装置 1式 2,500

音

響

設

備

マイクロホン 1台 800

ワイヤレスマイクロホン 1台 900

ハロゲンスポットライト

フットライト

1式

1式

1台

1台

効果用マシーンセット 1式 700

カッターライト 1式 500

1列

コンサートセット

講演セット

1式

1式

1式

1式

5,000

9,000

13,000

17,000

2,500

2,500

2,500

300

700

式典セット

演劇セット

ボーダーライト

アッパーホリゾンライト

ロアーホリゾンライト

センターピンスポットライト

2,500

1式

2,500

300

300

300

100

1,300映写スクリーン

看板

1双

1式

1式

グランドピアノ(ヤマハCFⅢ) 1台 5,000

上敷ござ

楽員用譜面台

使用料単位区分

大

　

ホ

　

ー

　

ル

金屏風

音響反射板

迫り上がり舞台

平台

もうせん

1台

1枚

1枚

1台

1台

1式 3,000

舞

台

設

備

1,300

5,000

中

ホ

ー

ル

音響セット/移動ステージ 1式 2,000

16ミリ映写機 1台 1,300



マイクロホン

ワイヤレスマイクロホン

拡声装置

カセットデッキ

CDプレーヤー

映写スクリーン

6管式ビデオプロジェクター

レーザーディスクプレーヤー

VTR（VHS・MⅡ）

OHC・OHP

16ミリ映写機

スライド映写機

1 使用とは、リハーサル及び本番についてのものとし、準備中は除くものとする。

2 使用料の額は、使用1回(午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、又は午後6時から

午後10時まで)についてのものとし、(2)及び(3)においても同様とする。ただし、大ホール舞台設備

については使用時間に関係なく、使用1回の料金とする。

(2)冷房、暖房を使用する場合の使用料

(3)電気器具の持込みをして電力を使用する場合の使用料

小

ホ

ー

ル

音響セット/映像セット 1式 3,200

スライド映写機 1台 1,000

OHP 1台 700

プロジェクター 1台 800

DVDレコーダー 1台 700

VTR 1台 700

テレビ 1台 700

移動用ワイヤレスアンプ 1台 700

10,000円

1,000円

300円

区分

電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごと

使用料

200円

そ

　

の

　

他

ピアノ 1台 700

16ミリ映写機 1台 1,300

(備考)

区分

冷房・暖房

大ホール

小ホール

その他

使用料

七宝焼窯(大･小) 1台 700


